
（第８面） 

１３ 民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①不動産の取引に関する紛争 

②不動産の管理に関する紛争 

③不動産の施工に関する紛争 

④不動産の相続その他の承継に関する紛争 

説明（対Ａ） 

【法 6 条 1 号関係】（設置規程 4 条 2 項）  

【法 14 条関係】（設置規程 17、 18 条）  

・説明者：センター長 

・説明方法：電話 

・書面交付：直接、郵送、FAX、メール  

（ＡＤＲセンター受付窓口）

Ａの申立て 

【法 6 条 8 号、15 条関係】 
・申立書提出（設置規程 19 条）  

・申立手数料 10,000 円  

（設置規程 58 条、費用規程 4 条）  

受 理 センター長案件審査 

第１回期日指定 

Ａ及びＢに連絡 

【法 6 条 6 号関係】

指名 

【法 6 条 2 号、 3 号関係】

（設置規程 25 条）  

＜ 調停 人 丙 を選 任 ＞

相手方への通知・確認 

【法 6 条 9 号、 6 号関係】 

・申立書写し、説明書面、 

回答書の書式郵送(配達証明郵便 ) 

（設置規程 22 条）  

相手方Ｂ 

説明（対Ｂ） 

説明【法 14 条関係】 

（設置規程 22 条） 

応 諾 

・公 正 な手 続 実 施 を妨 げるおそれのある場 合 【法 6 条 3 号 関 係 】 

（設 置 規 程 25 条 2 項 ） 

・実 質 的 支 配 者 等 、子 会 社 等 を当 事 者 とする紛 争 【法 6 条 4 号 関

係 】（設 置 規 程 35 条 ） 

第１回期日 

於：ＡＤＲセンター調停室

 

 
 

（同席調停又は交互面談）

調停人丙

調停人の責務（設置規程 30 条）  

弁護士の助言措置【法 6 条 5 号関係】  

・連絡対応型（設置規程 36 条、弁護士助言措置

規程 4、 5 条）  

・担当弁護士（弁護士助言措置規程 3 条）  

【法 6 条 8 号関係】 

回答書提出（設置規程

23 条） 

手続きの進行 

【法 6 条 7 号関係】  

設置規程第 5 節  

資料の取扱い 

【法 6 条 10 号関係】  

（設置規程 38 条）  

第２回期日 

第Ｍ回期日 

合意（和解）成立 

必要に応じ、 

・現地調停（設置規程 62 条）  

・調査等（設置規程 61 条）  

【法 6 条 15 号関係】 

期日手数料 各 10,000 円  
【法 6 条 15 号関係】  

（設置規程 59 条、費用規程 5 条）  

Ａ又はＢの取下げ 打切り 

当事者による手続の終了 

【法 6 条 12 号関係】  

（設置規程 40 条）  和解契約書作成 

（設置規程 39 条）

手続実施者による終了 

【法 6 条 13 号関係】（設置規程 41 条）  

配達証明郵便【法 6 条 6 号関係】 

（設置規程 41 条 3 項）  

＜調停人ﾘｽﾄ＞

 甲 

 乙  

 丙  

センター長 

申立人への通知 

（配達証明郵便） 

（設置規程 20 条 2 項）  


